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　「103万円の壁」とは、いわゆ
る「所得税の課税最低限」のこと
で、給与所得者は年間収入が103
万円を超えると所得税が課税され
るというものです。国民民主党は、
103万円から178万円への引き上
げ（財源は政府試算で7.6兆円）
を提案しています。
　課税最低限の引き上げは必要で
すが、問題は財源です。仮に消費
税増税や教育予算の削減などで賄
えば、かえって増税になる人もいます。

　大きな問題になっている「所得税の103万円の壁」。日本共産党の山添
拓政策委員長がNHK「日曜討論」（10日）で問題点を指摘しました。

　山添氏は、課税最低限
の引き上げも大事だが、
「本来学業に専念したい学
生が103万円もバイトしな
ければならない状況がおか
しい。学費を下げ、給付
制奨学金を充実させること
が最も求められている」と
強調。大企業や富裕層へ
の優遇税制に「手を入れ
てこそ財源問題も解決で
きる」と述べました。

　会社員などの配偶者・パート
主婦の多くが気にしているのは
「103万円」よりも、年金や健
康保険料の支払いが生じる
「106万円」や「130万円の壁」
です。「壁」を超えると手取り
大きく減ってしまうからです。
　全額国庫負担の最低保障年
金制度の創設が必要です。す
ぐにはできないもとで、当面は
最低賃金時給1500円への引き
上げ、低所得者の社会保険料
の軽減が必要です。

日本原子力発電（原電）
敦賀原発２号機（福井県
敦賀市）について原子力
規制委員会は13日、原
子炉建屋直下に活断層が

ある可能性が否定できないこと
から、再稼働に必要な新規制基
準への適合が「認められない」
とする審査書と、原電の申請を
「許可をしない」ことを決定しま
した。再稼働を認めない判断は、
規制委が発足して以来初めて。
　今回の処分は、原電が2015年
に提出した新規制基準への適合
性に関する設置変更許可申請に
対するもの。新規制基準では、活
断層の上に安全上重要な施設
を建てることを禁じています。
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日本原子力発電敦賀原発１号機
（左）と２号機（右）＝2017年
４月20日、福井県敦賀市

　時給1000円で年間1000時
間働く人は、年収100万円で
「壁」の範囲。時給が1060円に
上がっても、年収106万円にな
って保険料負担が生じると、逆
に手取りが減ってしまいます。
時給が1500円になれば、年収
が150万円になり保険料や税金
を差し引いても、手取りはいま
より大幅に増えます。こうすれ
ば、「壁」を乗り越えて働けます。
　中小企業支援とセットで最賃
1500円を求めます。


